
 

 

年金証書の見方  

【表面】 

 

決定された年金の種類

が表示されます。 

平成 27年 9月以前の加入期間がある

方には、年金証書が２枚届きます。 

例：老齢厚生年金、退職共済年金（経

過的職域） 

お問い合わせや

お手続きで必要

となる番号で

す。 

受給権発生

年月の翌月

分から年金が

支給されま

す。 

年金額の内訳の他、支給停止事由

（裏面に説明の記載があります。）や

支給停止額、支給年金額が表示さ

れています。 

決定された年金の種類

が表示されます。 

年金の算定の基礎となる

加入月数及び加入して

いる間の平均標準報酬

月額です。 

65歳前は加給年金額が加算されないた

め「無」と表示されています。 


